
鳥
取
大
学
体
育
会
弓
道
部
規
則
（
新
規
則
） 

  

 
 
 
 

総 
 

則 

  

第 

一 

条 

こ
の
部
は
、
鳥
取
大
学
体
育
会
弓
道
部
と
称
す
る
。 

第 

二 

条 

こ
の
部
は
、
鳥
取
市
湖
山
町
南
四
丁
目
一
〇
一 

鳥
取
大
学
内
に
置
く
。 

第 

三 

条 

こ
の
部
の
目
的
は
、
弓
道
を
通
じ
て
真
善
美
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
部

員
相
互
の
親
睦
を
深
め
、
人
格
形
成
に
努
力
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。 

   
 
 
 

行
事
及
び
事
業 

  

第 

四 

条 

こ
の
部
は
、
前
第
三
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
次
の
行
事
及
び
事
業
を

行
う
。 

 
 
 
 

一 

不
断
の
稽
古
、
合
宿
、
強
化
練
習
及
び
寒
稽
古 

 
 
 
 

二 

弓
道
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究 

 
 
 
 

三 

各
種
団
体
の
主
催
す
る
大
会
へ
の
選
手
派
遣 

 
 
 
 

四 

年
、
数
回
の
部
内
競
射
会 

 
 
 
 

五 

こ
の
部
の
記
録
保
存
及
び
年
一
回
の
文
集
「
矢
心
」
の
発
刊 

 
 
 
 

六 

年
、
数
回
の
「
霞
会
」
の
開
催 

 
 
 
 

七 

そ
の
他
こ
の
部
の
目
的
達
成
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項 

   
 
 
 

組 
 

織 

  

第 

五 

条 

こ
の
部
は
、
部
員
と
準
部
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 
 

２ 

部
員
は
、
本
学
学
部
学
生
と
し
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。 

 
 
 
 

一 

甲
種
部
員
（
入
学
か
ら
三
年
次
の
幹
部
退
任
ま
で
の
者
） 

 
 
 
 

二 

乙
種
部
員
（
幹
部
退
任
か
ら
四
年
次
終
了
ま
で
で
の
者
） 

 
 
 

３ 

準
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

一 

本
学
大
学
院
生 

 
 
 
 

二 

五
年
次
以
上
の
学
生
（
入
学
後
四
年
を
こ
え
て
在
籍
す
る
者
） 

 
 
 
 

三 

本
学
教
職
員 

 
 
 
 

四 

そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者 

第 

六 

条 

こ
の
部
に
、
指
導
部
を
置
き
、
次
の
役
員
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 
 
 

一 

顧
問 

一
名 

 
 
 
 

二 

副
顧
問 

一
名 

 
 
 
 

三 

名
誉
顧
問 

 
 
 
 

四 

師
範 

 
 
 
 

五 

師
範
代 

 
 
 
 

六 

名
誉
師
範 

 
 
 
 

七 

監
督 

 
 
 

２ 

顧
問
は
、
部
を
総
括
し
、
部
の
運
営
に
適
切
な
助
言
を
与
え
る
と
と
も
に

指
導
を
行
う
。 

 
 
 

３ 

副
部
長
は
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代

行
す
る
。 

 
 
 

４ 

顧
問
及
び
名
誉
顧
問
は
、
部
の
運
営
に
適
切
な
助
言
を
与
え
る
。 

 
 
 

５ 

師
範
及
び
師
範
代
は
、
部
員
の
弓
技
の
向
上
の
た
め
の
指
導
を
行
う
。 

 
 
 

６ 

監
督
は
、
師
範
及
び
師
範
代
の
下
で
部
員
の
弓
技
の
向
上
の
た
め
の
指
導

を
行
う
と
と
も
に
、
適
切
な
助
言
を
与
え
る
。 

第 

七 

条 

こ
の
部
に
、
幹
部
を
置
き
、
次
の
学
生
役
員
を
も
っ
て
充
て
る
。 

一 

主
将 

一
名 

二 

副
主
将 

二
名
（
男
女
各
一
名
） 

三 

主
務 

一
名 

四 

会
計 

一
名 

五 

庶
務 

 
 
 

２ 

主
将
は
、
部
員
及
び
前
第
五
条
第
３
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
準

部
員
を
統
率
し
、
規
則
に
則
し
て
前
第
三
条
の
目
的
を
遂
行
す
る
。 

 
 
 

３ 
副
主
将
は
、
主
将
を
補
佐
し
、
主
将
に
支
障
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代

行
す
る
。 

 
 
 

４ 

主
務
は
、
こ
の
部
の
運
営
に
関
す
る
事
務
一
般
を
行
う
。 

 
 
 

５ 

会
計
は
、
こ
の
部
の
経
費
を
管
理
す
る
。 



第 

八 

条 

こ
の
部
に
、
こ
の
部
の
経
費
を
監
査
す
る
た
め
、
次
の
学
生
役
員
を
置
く
。 

 
 
 
 

一 

会
計
監
査 

第 

九 
条 

前
第
七
条
第
１
項
及
び
前
第
八
条
の
学
生
役
員
の
任
期
は
、
一
一
月
一
日

よ
り
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。
補
欠
に
よ
る
幹
部
の
任

期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 
 
 

２ 

前
第
六
条
第
１
項
に
定
め
る
役
員
の
任
期
は
、
定
め
な
い
。 

第
一
〇
条 

部
長
及
び
副
部
長
は
、
本
学
教
職
員
の
中
か
ら
指
導
部
会
に
お
い
て
選
出

す
る
と
と
も
に
幹
部
会
に
報
告
す
る
。 

第
一
一
条 

幹
部
会
は
、
次
の
場
合
部
員
の
中
か
ら
主
将
候
補
者
を
選
考
す
る
。 

 
 
 
 

一 

主
将
の
任
期
が
満
了
す
る
と
き 

 
 
 
 

二 

主
将
が
辞
任
を
申
し
出
た
と
き 

 
 
 
 

三 

主
将
が
欠
員
と
な
っ
た
と
き 

 
 
 

２ 

部
会
は
、
幹
部
会
の
選
考
の
結
果
に
基
づ
き
主
将
候
補
者
を
承
認
し
、
部

長
に
報
告
す
る
。 

第
一
二
条 

幹
部
会
は
、
次
の
場
合
役
員
を
選
考
す
る
。 

 
 
 
 

一 

前
第
七
条
第
１
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
学
生
役
員
の
任
期
が
満
了
し

た
と
き 

 
 
 
 

二 

前
第
七
条
第
１
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
学
生
役
員
が
辞
任
を
申
し
出

た
と
き 

 
 
 
 

三 

前
第
七
条
第
１
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
学
生
役
員
が
欠
員
と
な
っ
た

と
き 

 
 
 

２ 

幹
部
会
が
部
員
の
中
か
ら
選
考
し
、
部
会
の
承
認
を
得
る
。 

   
 
 
 

指
導
部
会
、
部
会
及
び
幹
部
会 

  

第
一
三
条 

こ
の
部
に
、
指
導
部
会
を
置
く
。 

 
 
 

２ 

指
導
部
会
は
、
前
第
六
条
第
１
項
の
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 
 

３ 

指
導
部
会
は
、
部
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
役
員
を
召
集
し
、
開
催
す

る
。 

 
 
 

４ 

前
第
六
条
第
１
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
の
役
員
は
、
本
学
教
職
員
又
は
弓

道
部
の
運
営
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
を
、
指
導
部
会
に
お
い
て
選
考
し
、

委
嘱
す
る
と
と
も
に
幹
部
会
に
報
告
す
る
。 

 
 
 

５ 

こ
の
部
会
に
は
、
部
長
が
必
要
と
認
め
た
者
を
出
席
さ
せ
て
、
意
見
を
聴

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
四
条 

こ
の
部
に
、
部
会
を
置
く
。 

 
 
 

２ 

部
会
の
構
成
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 

一 

部
員 

 
 
 
 

二 

前
第
五
条
第
３
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
準
部
員 

 
 
 
 

三 

前
第
一
号
及
び
第
二
号
の
他
幹
部
会
で
認
め
ら
れ
た
者 

 
 
 

３ 

部
会
は
、
最
高
決
議
権
を
有
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。 

 
 
 
 

一 

規
則
の
改
正 

 
 
 
 

二 

学
生
役
員
の
任
命
及
び
罷
免 

 
 
 
 

三 

部
会
に
お
い
て
幹
部
を
除
く
出
席
部
会
構
成
員
の
四
分
の
三
以
上
の
同

意
を
も
っ
て
重
要
事
項
と
指
定
さ
れ
た
事
項 

 
 
 
 

四 

主
将
が
重
要
事
項
と
認
め
た
事
項 

 
 
 
 

五 

幹
部
会
に
お
け
る
決
定
事
項 

 
 
 
 

六 

そ
の
他
重
要
事
項 

 
 
 

４ 

主
将
は
、
部
会
を
召
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

 
 
 

５ 

主
将
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
主
将
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
者
が
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。 

 
 
 

６ 

部
会
は
、
部
会
構
成
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き

な
い
。 

 
 
 

７ 

議
事
は
、
出
席
構
成
員
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
決
定
す
る
。
可
否
同

数
の
場
合
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 
 

８ 

主
将
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、
部
会
構
成
員
以
外
の
者
を
出
席
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
決
に
は
加
わ
ら
な
い
。 

第
一
五
条 

部
会
に
、
前
第
三
条
の
目
的
を
達
成
し
、
か
つ
部
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
幹
部
会
を
置
く
。 

 
 
 

２ 

幹
部
会
は
、
前
第
七
条
第
１
項
の
学
生
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 
 

３ 

幹
部
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。 

 
 
 
 

一 

各
種
大
会
へ
の
出
場
及
び
選
手
の
選
出 

 
 
 
 

二 
部
員
の
入
部
、
退
部
及
び
休
部 

 
 
 
 

三 
部
員
の
懲
戒 

 
 
 
 

四 

練
習
内
容 



 
 
 
 

五 

そ
の
他
、
前
第
三
条
の
目
的
の
達
成
に
必
要
な
事
項 

 
 
 

４ 

主
将
は
、
幹
部
会
を
召
集
し
、
議
長
と
な
る
。 

 
 
 

５ 

主
将
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
副
主
将
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 
 
 

６ 
幹
部
会
は
、
幹
部
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 
 

７ 
議
事
は
、
出
席
幹
部
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
決
定
す
る
。
可
否
同
数

の
場
合
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 
 

８ 

主
将
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、
幹
部
以
外
の
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
決
に
は
加
わ
ら
な
い
。 

   
 
 
 

入
部
、
退
部
、
休
部
及
び
懲
戒 

  

第
一
六
条 

こ
の
部
に
入
部
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

幹
部
会
に
申
し
込
む
。 

 
 
 

２ 

幹
部
会
は
、
入
部
の
可
否
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。 

第
一
七
条 

こ
の
部
を
退
部
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
退
部
届
を
主
将
に
提
出
す
る
。 

 
 
 

２ 

幹
部
会
は
、
退
部
の
可
否
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。 

第
一
八
条 

休
部
を
希
望
す
る
者
は
、
休
部
届
を
主
将
に
提
出
す
る
。 

 
 
 

２ 

幹
部
会
は
、
休
部
の
可
否
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。 

 
 
 

３ 

休
部
期
間
は
一
年
間
を
上
限
と
し
、
甲
種
部
員
以
外
の
者
は
休
部
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
幹
部
会
が
正
当
な
理
由
を
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
。 

 
 
 

４ 

休
部
期
間
中
は
部
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
鳥
取
大

学
弓
道
部
の
部
室
、
施
設
及
び
弓
具
等
の
使
用
は
禁
止
す
る
。 

第
一
九
条 

幹
部
会
は
、
部
員
が
次
の
行
為
を
行
っ
た
と
き
懲
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

一 

弓
道
部
員
と
し
て
の
責
任
を
全
う
し
な
か
っ
た
と
き 

 
 
 
 

二 

こ
の
部
の
秩
序
を
乱
す
行
為
を
行
っ
た
と
き 

 
 
 

２ 

こ
の
懲
戒
に
は
、
退
部
命
令
も
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

   
 
 
 

会
計 

 

 

第
二
〇
条 

こ
の
部
の
経
費
は
、
次
の
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 
 
 

一 

教
育
学
部
、
医
学
部
、
農
学
部
及
び
工
学
部
の
各
学
生
自
治
会
予
算 

 
 
 
 

二 

部
費 

 
 
 
 

三 

嗣
時
部
費
（
カ
ン
パ
） 

 
 
 
 

四 

大
学
当
局
の
補
助
金 

 
 
 
 

五 

Ｏ
Ｂ
か
ら
の
補
助
金 

 
 
 
 

六 

体
育
会
か
ら
の
補
助
金 

 
 
 
 

七 

そ
の
他
収
入 

第
二
一
条 

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
部
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

一 

部
員 

 
 
 
 

二 

前
第
五
条
第
３
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
準
部
員 

 
 
 
 

三 

幹
部
会
が
認
め
た
者 

 
 
 

２ 

前
第
１
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 
 

３ 

次
に
掲
げ
る
も
の
は
幹
部
会
が
認
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
該
当
資
格
を

失
う
ま
で
部
費
及
び
そ
の
他
の
諸
経
費
の
納
入
を
猶
予
す
る
。 

 
 
 

一 

部
員 

 
 
 

二 

前
第
五
条
第
３
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
準
部
員 

第
二
二
条 

入
部
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
入
部
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

２ 

前
第
１
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

第
二
三
条 

会
計
年
度
は
、
一
一
月
一
日
よ
り
翌
一
〇
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 
 
 

２ 

会
計
は
、
毎
年
度
一
回
会
計
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

３ 

会
計
報
告
に
際
し
て
は
、
会
計
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   
 
 
 

雑 
 

則 

  
第
二
四
条 

弓
道
部
の
部
具
、
そ
の
他
弓
道
に
必
要
な
物
品
は
、
主
将
が
管
理
す
る
。 

 
 
 

２ 

部
員
各
自
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弓
具
を
責
任
を
も
っ
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
二
五
条 
こ
の
部
に
霞
会
を
置
き
、
正
規
の
練
習
以
外
の
活
動
を
通
し
て
、
部
員
相

互
の
親
睦
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



 
 
 

２ 

霞
会
の
開
催
に
際
し
て
、
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

正
当
な
理
由
な
く
し
て
不
参
加
の
と
き
は
、
そ
の
会
費
の
半
額
を
納
入
す
る

こ
と
と
す
る
。 

第
二
七
条 
こ
の
部
は
、
鳥
取
大
学
体
育
会
弓
道
部
Ｏ
Ｂ
会
の
事
務
局
を
置
く
。 

 
 
 

２ 
幹
部
会
は
、
Ｏ
Ｂ
会
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
事
務
を
取
り
扱
う
。 

 
 
 

３ 

幹
部
会
に
そ
の
事
務
を
取
り
扱
う
学
生
役
員
を
置
く
。 

    
 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

１ 

こ
の
規
則
中
第
六
条
第
１
項
に
掲
げ
る
部
長
及
び
副
部
長
は
、
鳥
取
大
学

学
生
部
の
定
め
る
顧
問
教
官
に
あ
た
る
。 

 
 
 

２ 

こ
の
規
則
中
第
六
条
第
１
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
役
員
は
、
鳥
取

大
学
体
育
会
弓
道
部
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

   
 
 
 

附 
 

則 

  

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 
 

附 
 

則 

   
 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


